
○ 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 、 督 促 及 び 延 滞 金 の 徴 収 並 び に 滞 納 処 分

に 関 す る 規 則

北 海 道 公 安 委 員 会 規 則 第 ９ 号

平 成 18年 ３ 月 31日

改 正 平 成 19年 10月 26日 公 安 委 員 会 規 則 第 19号 、 23年 ４ 月 ８ 日 第 ６ 号 、 28

年 ３ 月 29日 第 ３ 号 、 令 和 ６ 年 ２ 月 20日 第 ３ 号

放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 、 督 促 及 び 延 滞 金 の 徴 収 並 び に 滞 納 処 分 に 関 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 、 督 促 及 び 延 滞 金 の 徴 収 並 び に 滞 納 処 分 に

関 す る 規 則

（ 通 則 ）

第 １ 条 道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5年 法 律 第 10 5号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 5 1条

の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ く 放 置 違 反 金 の 納 付 の 命 令 、 同 条 第 13項 の 規 定 に

基 づ く 督 促 及 び 延 滞 金 の 徴 収 並 び に 同 条 第 14項 の 規 定 に 基 づ く 滞 納 処 分 に

関 し て は 、 別 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 放 置 違 反 金 の 納 付 命 令 ）

第 ２ 条 公 安 委 員 会 は 、 法 第 51条 の ４ 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 放 置 違 反 金 の 納 付

の 命 令 （ 以 下 「 納 付 命 令 」 と い う 。 ） を す る 場 合 は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令

書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。

２ 放 置 違 反 金 納 付 命 令 書 に よ り 指 定 す る 納 付 の 期 限 （ 以 下 「 納 付 期 限 」 と

い う 。 ） は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 書 を 発 出 す る 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 20日

以 内 の 日 と す る 。 た だ し 、 納 付 期 限 が 、 日 曜 日 、 土 曜 日 、 国 民 の 祝 日 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 7 8号 ） に 規 定 す る 休 日 及 び 12月 3 1日 か ら 翌 年

の １ 月 ３ 日 ま で の 日 （ 休 日 を 除 く 。 ） に 当 た る 場 合 は 、 こ れ ら の 日 の 前 日

を 納 付 期 限 と す る （ 以 下 、 こ の 規 則 に お い て 期 限 を 定 め た 場 合 は こ の 例 に

よ る も の と す る 。 ） 。

（ 弁 明 の 機 会 の 付 与 ）

第 ３ 条 公 安 委 員 会 は 、 法 第 51条 の ４ 第 ６ 項 の 規 定 に よ る 弁 明 の 機 会 を 付 与

す る 場 合 は 、 弁 明 通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。

２ 弁 明 通 知 書 に よ り 指 定 す る 相 当 の 期 間 は 、 弁 明 通 知 書 を 発 出 す る 日 の 翌

日 か ら 起 算 し て 14日 以 内 の 日 と す る 。

（ 仮 納 付 金 の 返 還 ）

第 ４ 条 公 安 委 員 会 は 、 法 第 51条 の ４ 第 12項 の 規 定 に よ り 仮 納 付 を し た 者 に

つ い て 納 付 命 令 を し な い こ と と し た 場 合 は 、 仮 納 付 金 返 還 通 知 書 （ 別 記 第

３ 号 様 式 ） に よ り 通 知 し 、 仮 納 付 金 返 還 申 出 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 徴 し

た 上 で 、 当 該 仮 納 付 に 係 る 金 額 を 返 還 す る も の と す る 。

（ 納 付 命 令 の 取 消 し ）

第 ５ 条 公 安 委 員 会 は 、 法 第 51条 の ４ 第 16項 の 規 定 そ の 他 特 別 の 事 情 に よ り



納 付 命 令 を 取 り 消 し た と き は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 通 知 書 （ 別 記 第 ５

号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 既 に 当 該 納 付 命

令 に 係 る 放 置 違 反 金 及 び 延 滞 金 （ 以 下 「 放 置 違 反 金 等 」 と い う 。 ） が 納 付

さ れ 、 又 は 徴 収 さ れ て い る と き は 、 放 置 違 反 金 納 付 命 令 取 消 （ 兼 ） 還 付 通

知 書 （ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 通 知 し 、 放 置 違 反 金 還 付 申 出 書 （ 別 記 第 ７

号 様 式 ） を 徴 し た 上 で 、 当 該 放 置 違 反 金 等 に 相 当 す る 金 額 を 還 付 す る も の

と す る 。

（ 督 促 ）

第 ６ 条 公 安 委 員 会 は 、 法 第 51条 の ４ 第 13項 の 規 定 に よ る 督 促 を す る と き は 、

放 置 違 反 金 の 納 付 期 限 経 過 後 30日 以 内 に 督 促 状 （ 別 記 第 ８ 号 様 式 ） に よ り

納 付 す べ き 期 限 （ 以 下 「 指 定 納 付 期 限 」 と い う 。 ） を 指 定 し て 行 う も の と

す る 。

２ 指 定 納 付 期 限 は 、 督 促 状 を 発 す る 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 14日 以 内 の 日 と

す る 。

（ 延 滞 金 ）

第 ７ 条 公 安 委 員 会 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 督 促 を 受 け た 者 が 指 定 納 付

期 限 ま で に 放 置 違 反 金 を 完 納 し な い 場 合 は 、 当 該 放 置 違 反 金 の 額 に 、 指 定

納 付 期 限 の 翌 日 か ら 完 納 の 日 ま で の 期 間 の 日 数 に 応 じ 、 年 14. 5パ ー セ ン ト

の 割 合 を 乗 じ て 計 算 し た 延 滞 金 を 徴 収 す る も の と す る 。 た だ し 、 延 滞 金 の

額 が 1, 0 0 0円 未 満 で あ る と き は そ の 金 額 、 延 滞 金 の 額 に 100円 未 満 の 端 数 が

あ る と き は そ の 端 数 金 額 は 、 徴 収 し な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 延 滞 金 の 額 を 計 算 す る 場 合 に お い て 、 放 置 違 反 金 の 額

の 一 部 が 納 付 さ れ て い る と き は 、 そ の 納 付 の 日 の 翌 日 以 後 の 期 間 に 係 る 放

置 違 反 金 の 額 は 、 そ の 納 付 さ れ た 額 を 控 除 し た 金 額 と す る 。

（ 延 滞 金 の 減 免 ）

第 ８ 条 公 安 委 員 会 は 、 納 付 命 令 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る と き は 、 延 滞 金 を 減 免 す る こ と が で き る も の と す る 。

⑴ 災 害 に よ り 著 し く 資 力 を 喪 失 し た と 認 め た と き 。

⑵ 納 付 命 令 を 受 け た 者 の 責 に よ ら な い 事 由 に よ り 納 付 が 遅 延 し た と き 。

⑶ そ の 他 納 付 し な か っ た こ と に つ い て 、 や む を 得 な い 事 由 が あ る と 認 め

た と き 。

（ 滞 納 処 分 ）

第 ９ 条 公 安 委 員 会 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 督 促 に 係 る 放 置 違 反 金 等 が 指 定

納 付 期 限 ま で に 完 納 さ れ な い 場 合 は 、 滞 納 処 分 に 着 手 す る も の と す る 。

２ 放 置 違 反 金 等 の 滞 納 処 分 に 関 す る 事 務 は 、 警 察 職 員 の う ち か ら 公 安 委 員

会 が 指 定 し た 者 に 行 わ せ る も の と す る 。

３ 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け た 職 員 が 滞 納 処 分 の た め 財 産 の 差 押 え を 行

う 場 合 は 、 滞 納 処 分 執 行 者 証 票 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） を 携 帯 し 、 関 係 者 の 請

求 が あ る と き は 、 こ れ を 提 示 す る も の と す る 。



附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 18年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 19年 北 海 道 公 安 委 員 会 規 則 第 19号 ）

こ の 規 則 は 、 平 成 19年 12月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 平 成 23年 北 海 道 公 安 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 放 置 違 反 金 に 係 る 納 付 命 令 、 督 促 及 び 延 滞 金

の 徴 収 並 び に 滞 納 処 分 に 関 す る 規 則 第 ７ 条 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の

日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 発 せ ら れ る 納 付 命 令 に 係 る 放 置 違

反 金 を 完 納 し な い 場 合 に 徴 収 す る 延 滞 金 の 額 の 計 算 に つ い て 適 用 し 、 施

行 日 前 に 発 せ ら れ た 納 付 命 令 に 係 る 放 置 違 反 金 を 完 納 し な い 場 合 に 徴 収

す る 延 滞 金 の 額 の 計 算 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

附 則 （ 北 海 道 公 安 委 員 会 規 則 第 ３ 号 ） 抄

１ こ の 規 則 は 、 平 成 28年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

附 則 （ 令 和 ６ 年 北 海 道 公 安 委 員 会 規 則 第 ３ 号 ）

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 記 第 ２ 号 様 式 の

改 正 規 定 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

※ 別 記 様 式 は 省 略


